
令和 6 年 3 月 日

令和 6 年度 ～ 令和 9 年度

一般 療養 精神 結核 感染症 計

344 6 4 354

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 計

43 257 44 344

科目名

①

②

③

④ 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度

(令和5年度実績) (令和6年度実績) （令和7年度） （令和8年度） （令和9年度）

14,164 13,472 14,400 14,600 14,800

4,280 3,635 4,200 4,300 4,400

222 232 300 300 300

162,395 169,931 166,000 168,000 170,000

67.3 70.5 70.0 70.0 70.0

101.1 108.0 100.0 100.0 100.0

⑤

⑥

①

②

2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度

(令和5年度実績) (令和6年度実績) （令和7年度） （令和8年度） （令和9年度）

83 92 86 87 87

347 344 348 348 348

11 12 11 12 12

③

住民の理解のための取

り組み

医師の働き方改革への

対応

○ 適切な労務管理の実施

○ タスクシフトの推進による医師及び看護師等医療従事者の業務負担軽減

○ 医師事務作業補助者の適切な配置

（
２

）
医
師
・
看
護
師
等
の
確
保
と
働
き
方
改
革

臨床研修医の受入れ等

を通じた若手医師の確

保

一般会計負担の考え方

（繰出基準の概要）

地域の基幹的総合病院としての役割を果たすために必要な経費に対して、算定基準に基づいた額を繰り

入れ（算定基準の詳細についてはプランに記載）

医師・看護師等の確保 ○ 京都府立医科大学をはじめとした医師派遣元との関係強化

○ 病院ＷＥＢ説明会・インターンシップ・奨学金制度・医師住居の確保等の取り組み

○ 学習環境を含めた教育システムの充足

臨床研修医（人）

救急取扱件数（件／年）

手術件数（件／年）

分娩件数（件／年）

リハビリ実施数（単位／年）

紹介率（％）

逆紹介率（％）

○ インターネットを活用した病院説明会

○ レジナビフェアオンライン（合同病院説明会）、近畿地区臨床研修病院説明会等への参加

在籍看護師数（常勤）（人）

機能分化・連携強化 ○ 大江分院との機能分化及び連携

○ 当院と大江分院で医療資源を共有し、効率的に安定した経営を継続

内科・精神科・脳神経内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・血液内科・腎臓内

科・腫瘍内科・糖尿病内科・小児科・外科・整形外科・脳神経外科・形成外科・心臓血管

外科・小児外科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻いんこう科・リハビリテー

ション科・放射線科・麻酔科・病理診断科・救急科

（
１

）
役
割
・
機
能
の
最
適
化
と
連
携
の
強
化

福知山市団 体 名

市立福知山市民病院経営強化プラン

○ 当院の状況や活動をホームページや広報誌で発信

○ 本プランを当院ホームページに掲載し当院の方向性について発信

○ 毎年度本プランの実績評価を公表

一般・療養病床の病床機能

所 在 地

市立福知山市民病院経営強化プランの概要（令和6年度実績評価版）

病
院
の
現
状

(

令
和
５
年
度

)

対　　象　　期　　間

策 定 日

プ　ラ　ン　の　名　称

地域医療構想等を踏ま

えた当院の果たすべき

役割・機能

京都府福知山市厚中町２３１番地

病 床 数

病 院 名

診療科目

市立福知山市民病院 現在の経営形態 公営企業法全部適用

病床種別

○ 現在の病床数、病床機能を維持

○ 地域がん診療連携拠点病院、地域救命救急センターなどを中心とした高度専門医療、急性期機能の

機能強化

○ 回復期リハビリテーション・生活支援リハビリテーションの充実

○ 災害拠点病院としての体制充実

地域包括ケアシステム

の構築に向けて果たす

べき役割・機能

○ 在宅医療のサポーター機能充実のための在宅ケアチームの活動

○ 安定した医療従事者の確保

○ 地域の医療・介護等人材育成への支援

医療機能等指標に係る

数値目標

連携の強化にかかるも

の

医療機能にかかるもの

在籍医師数（常勤）（人）



① 2021年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度

類似病院平均 (令和5年度実績) (令和6年度実績) （令和7年度） （令和8年度） （令和9年度）

ア）収支改善に係るもの

106.9 101.8 98.8 100.2 100.7 101.1

83.2 100.0 96.8 98.0 98.4 99.0

57,589        78,655       77,951       76,524       76,601       76,677       

16,208        23,030       22,545       21,353       21,374       21,396       

67.5 84.1 87.6 87.2 87.6 88.0

－　 1.5734 1.6033 1.5450 1.5466 1.5482

24.9 30.9 31.0 30.5 30.5 30.6

12.8 21.1 21.0 20.6 20.6 20.5

－　 81.8 84.4 81.7 81.9 82.0

② 別紙記載

診療単価（入院）（円）

ＤＰＣ機能評価係数

診療単価（外来）（円）

病床利用率（一般病床）（％）

ウ）経費削減に係るもの

① 施設・設備の適正管理と

整備費の抑制

② デジタル化への対応

（５）施設・設備の最適化

(

６

)

経
営
の
効
率
化
等

（４）新興感染症の感染拡大時等に
備えた平時からの取り組み

○ 第二種感染症指定医療機関として感染症に対応するための施設・設備の整備

○ 新興感染症患者受け入れを想定した訓練の実施

○ 院内感染対策チームを中心とした平時からの感染症対策

○ 地域における感染対策向上に係る指導的役割を担う

経営形態の現況

（該当箇所に✔を記入）

経営形態の見直し（検討）

の方向性

○ 安定した経営を継続できているため、現在の経営形態を継続する

○ 地域環境の変化に留意し、各種経営形態に係る考察は継続する

（３）経営形態の見直し

その他特記事項 ・令和6年度より、結核病床が1床減の5床となり、病院全体では353床となった。

・令和6年度より、膠原病内科、消化器外科、呼吸器外科、乳腺外科を標榜し、診療科が31科となっ

た。

□公営企業法財務適用 ☑公営企業法全部適用 □地方独立行政法人

□指定管理者制度 □民間譲渡

経常収支比率（％）

修正医業収支比率（％）

イ）収入確保に係るもの

経営指標に係る数値目標

経営強化プラン対象期間中の各年度

の収支計画等

○ 大規模災害発生時にも病院機能を維持するために必要な施設・設備の追

加整備

○ 患者数増、職員増に伴う新棟（会議室、宿泊室等）の建設

○ ＩＴ化基本方針、医療情報システム活用方針に基づき積極的にシステム

を活用するとともに、国の進める「医療DX」にも対応していく

○ 医療情報システム運用管理規程に基づく適正な情報管理

○ 情報セキュリティに関する研修の実施

材料費対医業収入比率（％）

薬品費対医業収入対比（％）

後発医薬品使用割合（％）



（別紙）

収益的収支 （単位：千円）

 年 度 R4 R5 R6 R6 R7 R8 R9
年　 度 年　 度 年　 度 年　 度 差 年　 度 年　 度 年　 度

 区 分 （決算） （決算） （計画） （決算） （計画） （計画） （計画）

１. ａ 14,152,538 14,583,652 13,985,764 14,820,829 835,065 13,929,337 13,949,192 13,992,187

(1) 13,349,842 13,786,073 13,173,307 14,003,012 829,705 13,116,880 13,136,735 13,179,730

8,419,629 8,570,415 8,427,896 8,802,227 374,331 8,464,155 8,500,479 8,559,981

4,930,214 5,215,658 4,745,411 5,200,785 455,374 4,652,725 4,636,256 4,619,749

(2) 802,695 797,579 812,457 817,817 5,360 812,457 812,457 812,457

207,606 202,753 217,092 202,506 △ 14,586 217,092 217,092 217,092

２. 1,593,237 1,066,454 1,039,236 1,102,786 63,550 1,058,091 1,049,601 1,017,258

(1) 586,333 475,617 480,242 488,103 7,861 475,471 472,870 469,331

(2) 0 3,600 0 3,600 3,600 0 0 0

(3) 418,062 152,547 43,079 62,064 18,985 43,079 43,079 43,079

(4) 527,104 371,420 450,881 479,418 28,537 474,507 468,618 439,814

(5) 61,737 63,270 65,034 69,601 4,567 65,034 65,034 65,034

(A) 15,745,774 15,650,106 15,025,000 15,923,615 898,615 14,987,428 14,998,793 15,009,445

１. ｂ 14,270,323 14,377,504 14,040,923 15,108,939 1,068,016 13,997,266 13,955,885 13,920,253

(1) 6,124,683 6,314,585 5,963,482 6,818,762 855,280 5,968,707 6,043,938 6,049,174

(2) 4,215,976 4,507,620 4,272,614 4,592,047 319,433 4,254,312 4,260,752 4,274,697

(3) 2,759,872 2,703,786 2,852,342 2,728,741 △ 123,601 2,808,175 2,719,609 2,736,305

(4) 1,116,833 779,282 886,211 903,930 17,719 899,798 865,312 793,803

(5) 52,959 72,231 66,274 65,459 △ 815 66,274 66,274 66,274

２. 998,471 996,139 963,497 1,016,736 53,239 955,261 941,186 931,448

(1) 127,345 118,792 109,056 112,664 3,608 99,513 91,960 83,118

(2) 871,126 877,347 854,441 904,072 49,631 855,748 849,226 848,330

(B) 15,268,794 15,373,643 15,004,420 16,125,675 1,121,255 14,952,527 14,897,071 14,851,701

経 　常 　損 　益 　(A)－(B) (C) 476,980 276,463 20,580 △ 202,060 △ 222,640 34,901 101,722 157,744

１. (D) 24,314 168,018 173,469 173,469 0 180,483 184,322 189,904

２. (E) 63,047 112,762 63,047 64,521 1,474 63,047 63,047 63,047

特　別　損　益　(D)－(E) (F) △ 38,732 55,256 110,422 108,948 △ 1,474 117,436 121,275 126,857

438,248 331,719 131,002 △ 93,112 △ 224,114 152,337 222,997 284,601

(G) 0 0 0 0 0 0 0 0

(ｱ) 9,926,850 9,942,522 10,171,511 9,537,716 △ 633,795 9,690,053 9,913,050 10,197,651

(ｲ) 2,665,851 2,445,270 2,622,996 3,140,198 517,202 2,909,151 2,900,551 2,893,145

745,189 236,252 142,916 △ 1,099,734 △ 1,242,650 383,384 231,598 292,007
(G)
ａ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ａ
ｂ 99.2 101.4 99.6 98.1 -1.5 99.5 100.0 100.5

97.7 100.0 98.1 96.8 -1.3 98.0 98.4 99.0

0 0 0 0 0 0 0 0
(H)
ａ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

14,152,538 14,583,652 13,985,764 14,820,829 835,065 13,929,337 13,949,192 13,992,187
(I)

（K） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

×100修 正 医 業 収 支 比 率

健全化法第22条により算
定 し た 資 金 不 足 比 率

×100

健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額

（J）

健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模

（K）

地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 １ 項
に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額

医 業 収 支 比 率 ×100

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

特 別 損 失

累 積 欠 損 金

材 料 費

そ の 他

経 常 費 用

国 ( 県 ) 補 助 金

そ の 他

経 常 収 益

×100

(H)

経 費

累 積 欠 損 金 比 率 ×100

減 価 償 却 費

そ の 他

医 業 外 費 用

(C)＋(F)

支 払 利 息

純 損 益

特

別

損

益

特 別 利 益

長 期 前 受 金 戻 入

流 動 資 産

流 動 負 債

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額

（I）

う ち 他 会 計 負 担 金

医 業 外 収 益

他 会 計 負 担 金

収

入

医 業 収 益

料 金 収 入

入 院 収 益

外 来 収 益

そ の 他

他 会 計 補 助 金

支

出

医 業 費 用

職 員 給 与 費

単 年 度 資 金 収 支 額



（別紙）

資本的収支 （単位：千円）

 年 度 R4 R5 R6 R6 R7 R8 R9
年　 度 年　 度 年　 度 年　 度 差 年　 度 年　 度 年　 度

 区 分 （決算） （決算） （計画） （決算） （計画） （計画） （計画）

１. 440,600 1,223,700 765,600 389,600 △ 376,000 1,545,299 992,132 1,102,132

２. 0 0 0 0 0 0 0 0

３. 479,892 578,127 434,284 565,996 131,712 572,124 644,530 650,938

476,150 574,619 430,776 562,726 131,950 568,854 641,504 648,160

3,742 3,508 3,508 3,270 △ 238 3,270 3,026 2,778

４. 0 0 0 0 0 0 0 0

５. 0 0 0 0 0 0 0 0

６. 24,478 4,110 0 0 0 0 0 0

７. 0 0 0 0 0 0 0 0

８. 0 0 0 1,705 1,705 0 0 0

９. 0 100,000 0 0 0 0 0 0

(A) 944,970 1,905,937 1,199,884 957,301 △ 242,583 2,117,423 1,636,662 1,753,070

１. 607,676 1,824,280 793,210 1,426,648 633,438 1,625,685 992,132 1,122,132

２. 785,814 897,002 868,567 862,583 △ 5,984 1,144,248 1,289,059 1,301,876

３. 0 0 0 0 0 0 0 0

４. 0 0 0 0 0 0 0 0

(B) 1,393,490 2,721,282 1,661,777 2,289,231 627,454 2,769,933 2,281,191 2,424,008

差　引　不　足　額　(B)－(A) (C) △ 448,520 △ 815,345 △ 461,893 △ 1,331,930 △ 870,037 △ 652,510 △ 644,529 △ 670,938

１. 446,461 810,876 458,287 1,328,517 870,230 645,121 640,019 665,837

２. 0 0 0 0 0 0 0 0

３. 0 0 0 0 0 0 0 0

４. 2,059 4,469 3,606 3,413 △ 193 7,389 4,510 5,101

(D) 448,520 815,345 461,893 1,331,930 870,037 652,510 644,529 670,938

補てん財源不足額　(C)－(D) (E) 0 0 0 0 0 0 0 0

0
0 0 0 0 0 0 0 0

(E)－(F) 0 0 0 0 0 0 0 0

（G） 0 0 0 0 0 0 0 0

（H) 7,450,049 7,776,748 7,895,535 7,303,765 △ 591,770 7,704,816 7,407,889 7,208,145

一般会計等からの繰入金の見通し （単位：千円）

R4 R5 R6 R6 R7 R8 R9
年　 度 年　 度 年　 度 年　 度 差 年　 度 年　 度 年　 度
（決算） （決算） （計画） （決算） （計画） （計画） （計画）

(0) (3,600) (0) (3,600) (3,600) (0) (0) (0)
793,939 678,370 697,334 690,609 -6,725 692,563 689,962 686,423 

(3,742) (3,508) (3,508) (3,270) -(238) (3,270) (3,026) (2,778)
479,892 578,127 434,284 565,996 131,712 572,124 644,530 650,938 

(3,742) (7,108) (3,508) (6,870) (3,362) (3,270) (3,026) (2,778)
1,273,831 1,256,497 1,131,618 1,256,605 124,987 1,264,687 1,334,492 1,337,361 

（注）
1 　（　）内はうち基準外繰入金額を記入すること。
2

支 出 計

国 ( 県 ) 補 助 金

工 事 負 担 金

他 会 計 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

そ の 他

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

収

入

企 業 債

他 会 計 出 資 金

実 質 財 源 不 足 額

支

出

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

当 年 度 許 可 債 で 未 借 入
(F)

又 は 未 発 行 の 額

補
て
ん
財
源

そ の 他

他 会 計 負 担 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

収 入 計

他 会 計 借 入 金

資 本 的 収 支

合 計

収 益 的 収 支

計

損 益 勘 定 留 保 資 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

そ の 他

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

　「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」（総務副大臣通知）に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入
金以外の繰入金をいうものであること。


